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自
由
主
義
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
な
ど
、
わ
が
国
と
基
本
的
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々
の
間
で
、
現
在
、
破
壊
工
作
の
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
る
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
損
傷
が
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
十
一
月
、
バ
ル
ト
海
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

王
国
領
海
に
お
い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
籍
の
貨
物
船
が
航
行
し
た
後
、
海
底
通
信
ケ
ー
ブ
ル
が
損
傷
し
た
件
で
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
は
、
中
国
に
対
し
て
、
捜
査
協
力
を
要
請
し
た
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
中
国
籍
貨
物
船
は
錨
を
海
底
に
下
ろ

し
て
長
距
離
引
き
ず
っ
て
お
り
、
捜
査
関
係
者
は
故
意
に
海
底
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
損
傷
さ
せ
た
と
み
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
連
邦
の
ボ
リ
ス
・
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
国
防
大
臣
は
、
同
月
十
九
日
、
本
件
に
つ
い
て
、
「
破
壊
工
作
と
想
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
昨
年
十
二
月
、
バ
ル
ト
海
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
産
原
油
を
輸
送
し
て
い
た
タ
ン
カ
ー
が

錨
を
海
底
に
下
ろ
し
て
長
距
離
引
き
ず
っ
た
後
、
海
底
電
力
ケ
ー
ブ
ル
及
び
海
底
通
信
ケ
ー
ブ
ル
が
損
傷
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
今
月
初
め
、
中
華
民
国
（
台
湾
）
北
部
海
域
に
お
い
て
、
海
底
通
信
ケ
ー
ブ
ル
が
損
傷
し
た
件
で
、
台

湾
海
巡
署
は
、
香
港
籍
企
業
が
所
有
し
乗
組
員
七
人
全
員
が
中
国
人
の
貨
物
船
が
損
傷
さ
せ
た
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
同
船
の

次
の
寄
港
地
の
大
韓
民
国
に
、
捜
査
協
力
を
要
請
し
た
。 

 

ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
英
語
電
子
版
は
、
今
月
十
日
、
中
国
国
家
海
洋
局
（
当
時
）
の
工
学
者
チ
ー
ム
が
、
平
成
二
十
一
年
、
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錨
型
の
「
海
洋
曳
航
型
切
断
装
置
」
の
特
許
を
申
請
し
、
ま
た
、
中
国
浙
江
省
の
麗
水
学
院
（
大
学
）
の
工
学
者
チ
ー
ム
が
、

令
和
二
年
、
改
良
型
の
「
牽
引
型
海
底
ケ
ー
ブ
ル
切
断
装
置
」
の
特
許
を
申
請
し
て
い
た
と
報
じ
た
。
記
事
に
は
、
国
家
海
洋

局
チ
ー
ム
が
申
請
書
に
添
付
し
た
錨
型
切
断
装
置
の
図
及
び
、
麗
水
学
院
チ
ー
ム
が
添
付
し
た
船
で
海
底
の
錨
型
切
断
装
置
を

牽
引
す
る
図
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
以
下
お
尋
ね
す
る
。 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
国
際
電
話
等
の
我
が
国
の
国
際
通
信
は
、
現
在
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
海
底
ケ
ー
ブ
ル
を
経
由
し
て

行
わ
れ
て
い
る
。
海
底
ケ
ー
ブ
ル
を
防
護
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

バ
ル
ト
海
及
び
台
湾
周
辺
海
域
で
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
損
傷
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

中
国
国
家
海
洋
局
及
び
麗
水
学
院
が
特
許
申
請
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
錨
型
の
海
底
ケ
ー
ブ
ル
切
断
装
置
に
つ
い
て
、
政
府

の
知
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
（
大
正
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
一
条
は
、
「
海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約

ニ
依
ル
海
底
電
信
線
ヲ
損
壊
シ
テ
通
信
ヲ
障
碍
シ
又
ハ
障
碍
ス
ヘ
キ
危
険
ヲ
生
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
五

十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
」
と
定
め
、
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
十
三
条
は
、
「
有
線
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電
気
通
信
設
備
を
損
壊
し
、
こ
れ
に
物
品
を
接
触
し
、
そ
の
他
有
線
電
気
通
信
設
備
の
機
能
に
障
害
を
与
え
て
有
線
電
気
通

信
を
妨
害
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
」
と
定
め
る
が
、
近
年
の
海
底
ケ
ー
ブ
ル

の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
五
年
を
上
限
と
す
る
法
定
刑
は
軽
き
に
失
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

五 

政
府
は
、
日
中
首
脳
会
談
及
び
日
中
外
相
会
談
に
お
い
て
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
防
護
の
重
要
性
に
つ
い
て
中
国
側
に
提
起
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。 

六 

政
府
は
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
損
傷
に
関
わ
る
捜
査
に
つ
い
て
、
同
盟
国
や
同
志
国
と
の
協
力
を
深
化
さ
せ
る
べ
き
と
考
え

る
が
、
見
解
如
何
。 

七 

Ｇ
７
は
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
防
護
に
関
す
る
Ｇ
７
首
脳
声
明
を
発
出
し
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
に
対
す
る
破
壊
工
作
を
断
じ
て
容

認
せ
ず
、
実
行
し
た
国
に
対
し
て
は
結
束
し
て
制
裁
措
置
を
実
施
し
、
厳
し
い
代
償
を
払
わ
せ
る
旨
宣
言
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


